
合志市総合教育会議 次第 

 
令和 2 年 5 月 25 日（月）13 時 30 分～ 
合志市役所 2 階庁議室 

 
１ 開  会 

 
２ 市長挨拶 

 
３ 議  題 
（１）今後の児童生徒増に伴う学校施設の対応について 

 
 
（２）学校給食の方向性について 

 
 
（３）新設小中学校関係について 

 
 
 （４）いじめ防止及び自死防止への対応について 

 
 
 （５）ＧＩＧＡスクールの構想について 

 
 
４ その他 

 
 
５ 閉  会 
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合志小学校 13

学
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数
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級
数

児
童
数

学
級
数

児
童
数

１年 2 52 2 50 2 43 2 50 1 34 2 58 2 57

２年 2 41 2 52 2 52 2 45 2 52 1 35 2 61

３年 2 47 1 37 2 52 2 52 2 45 2 52 1 35

４年 2 49 2 47 1 37 2 52 2 52 2 45 2 52

５年 2 49 2 47 2 47 1 37 2 52 2 52 2 45

６年 2 43 2 45 2 47 2 47 1 37 2 52 2 52

12 281 11 278 11 278 11 283 10 272 11 294 11 302

1 2 2 2 3 2 2

合志南小学校 32
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学
級
数
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童
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１年 5 163 4 133 4 121 4 110 4 112 3 99 3 99

２年 6 179 4 106 4 135 4 123 4 112 4 114 3 101

３年 6 205 3 116 3 106 4 135 4 123 3 112 3 114

４年 5 171 4 129 3 116 3 106 4 135 4 123 3 112

５年 5 178 3 113 4 129 3 116 3 106 4 135 4 123

６年 5 173 3 115 3 113 4 130 3 117 3 107 4 136

32 1069 21 712 21 720 22 720 22 705 21 690 20 685

0 11 11 10 10 11 12

南ヶ丘小学校 26
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学
級
数

児
童
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１年 4 107 4 134 4 126 4 126 4 124 4 126 4 124

２年 4 110 4 115 4 134 4 127 4 127 4 125 4 127

３年 3 116 4 143 3 116 4 135 4 128 4 128 4 126

４年 3 104 4 131 4 143 3 117 4 135 4 128 4 128

５年 3 119 3 116 4 132 4 143 3 118 4 136 4 127

６年 3 114 4 128 3 116 4 132 4 143 3 118 4 136

20 670 23 767 22 767 23 780 23 775 23 761 24 768

6 3 4 3 3 3 2

普通教室利用可能　13
その他特別支援教室　1

使用データ：人口推計

・各学年とも受入れ可能児童数（1・2年
1クラス35人、3～6年1クラス40人）に
余裕があり、現在の校舎で対応可能。

普通教室利用可能　32
その他特別支援教室　7

使用データ：人口推計

・令和3年度より児童の一部が新設校へ
通うことになるため、教室数には余裕が
出てくる。

普通教室利用可能　26
その他特別支援教室　1

使用データ：非定常的な社会移動含む

・現時点の未就学児の推移では児童数
は減少傾向だが、社会異動を踏まえた
推計では増加していく予測である。今後
の動向を注視していきたい。

普通教室利用可能数

区分

R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1

普通教室利用可能数

区分

R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1

普通教室利用可能数

区分

R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1
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西合志南小学校 30
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１年 4 135 6 179 6 181 6 209 6 210 5 173 5 174

２年 5 149 5 150 6 182 6 184 7 213 7 214 6 176

３年 4 151 4 157 4 152 5 184 5 186 6 216 6 217

４年 4 154 4 150 4 157 4 152 5 184 5 186 6 216

５年 4 153 4 158 4 151 4 158 4 153 5 185 5 187

６年 4 134 4 156 4 159 4 152 4 159 4 154 5 186

25 876 27 950 28 982 29 1039 31 1105 32 1128 33 1156

5 3 2 1 -1 -2 -3

西合志東小学校 37

学
級
数

児
童
数

学
級
数

児
童
数

学
級
数

児
童
数

学
級
数

児
童
数

学
級
数

児
童
数

学
級
数

児
童
数

学
級
数

児
童
数

１年 6 183 4 136 4 131 4 128 4 123 4 106 3 94

２年 6 206 5 152 4 136 4 131 4 128 4 123 4 106

３年 5 174 5 163 4 152 4 136 4 131 4 128 4 123

４年 5 189 4 129 5 163 4 152 4 136 4 131 4 128

５年 5 171 4 147 4 129 5 163 4 152 4 136 4 131

６年 6 204 4 142 4 147 4 129 5 163 4 152 4 136

33 1127 26 869 25 858 25 839 25 833 24 776 23 718

4 11 12 12 12 13 14

西合志第一小学校 7
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１年 1 8 1 7 1 13 1 14 1 7 1 10 1 12

２年 1 10 1 8 1 7 1 13 1 14 1 7 1 10

３年 1 16 1 10 1 8 1 7 1 13 1 14 1 7

４年 1 12 1 16 1 10 1 8 1 7 1 13 1 14

５年 1 11 1 12 1 16 1 10 1 8 1 7 1 13

６年 1 20 1 11 1 12 1 16 1 10 1 8 1 7

6 77 6 64 6 66 6 68 6 59 6 59 6 63

1 1 1 1 1 1 1

普通教室利用可能　30
その他特別支援教室　3

使用データ：人口推計

・西合志南小学校は今後増加すること
が見込まれ、校舎の増築が必要になる。
・敷地に余裕がないため、工事の期間運
動場に仮設校舎を設置し、低学年棟を
建て替える必要がある。
【スケジュール案】
R4：仮設校舎設置及び校舎設計→R5：
解体及び建設→R6使用開始

普通教室利用可能　37
その他特別支援教室　6

使用データ：未就学児

・令和3年度より児童の一部が新設校へ
通うことになるため、教室数には余裕が
出てくる。

普通教室利用可能　7
その他特別支援教室　0

使用データ：未就学児

・普通教室の内1教室を特別支援教室
として利用している。
・各学年とも受入れ可能児童数（1・2年
1クラス35人、3～6年1クラス40人）に
余裕があり、現在の校舎で対応可能。

R8.4.1

普通教室利用可能数

R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1

普通教室利用可能数

R6.4.1 R7.4.1

区分

R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1

区分

R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1

普通教室利用可能数

区分

R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1
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中央小学校 26
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１年 4 113 4 132 5 142 5 144 5 144 5 142 5 142

２年 4 140 4 131 4 135 5 143 5 145 5 145 5 143

３年 3 119 4 145 4 136 4 140 4 146 4 148 4 148

４年 4 123 4 131 4 149 4 139 4 142 4 148 4 150

５年 4 136 4 134 4 133 4 151 4 141 4 145 4 151

６年 3 103 4 150 4 134 4 133 4 150 4 141 4 145

22 734 24 823 25 829 26 850 26 868 26 869 26 879

4 2 1 0 0 0 0

普通教室　26
その他特別支援教室　6

使用データ：非定常的な社会移動含む

・中央小校区は今後開発が進み、人口
が増えることが見込まれる。今回グラフ
で示している最大値「大規模開発の要
因による社会異動を考慮した推計」の数
値となった場合でも、現在の教室数で対
応可能である。

普通教室利用可能数

区分

R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1
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合志中学校 29
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１年 9 321 7 255 7 274 7 265 8 292 7 268 7 263

２年 8 315 7 255 7 257 7 276 7 267 8 294 7 270

３年 7 255 7 278 7 255 7 257 7 275 7 268 8 293

24 891 21 788 21 786 21 798 22 834 22 830 22 826

5 8 8 8 7 7 7

西合志中学校 10
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学
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１年 4 124 4 124 4 162 4 147 4 147 4 157 4 150

２年 3 103 4 141 4 124 5 162 4 147 4 147 4 157

３年 3 90 3 110 4 141 4 123 4 160 4 147 4 147

10 317 11 375 12 427 13 432 12 454 12 451 12 454

0 -1 -2 -3 -2 -2 -2

西合志南中学校 28
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１年 9 322 9 338 9 324 9 343 9 325 9 355 8 318

２年 8 290 9 322 9 338 9 324 9 343 9 325 9 355

３年 8 308 8 290 9 322 9 338 9 324 9 343 9 325

25 920 26 950 27 984 27 1005 27 992 27 1023 26 998

3 2 1 1 1 1 2

普通教室利用可能　29
その他特別支援教室　4

使用データ：人口推計

・令和3年度より生徒の一部が新設校へ
通うことになるため、教室数には余裕が
出てくる。

普通教室利用可能　10
その他特別支援教室　3

使用データ：非定常的な社会移動含む

・令和2年度の1年生が4クラスとなって
いるが、その内特別支援教室に通う生
徒が6名いるため、実際は118名となり3
クラス。
・今後中央小校区の生徒が増えることが
予測されるため増築が必要である。
・最大値で推測する場合令和3年度には
教室が不足する。

普通教室利用可能　28
その他特別支援教室　4

使用データ：未就学児

・最大値のデータの推計においても令和
8年までは現校舎で対応できる。

普通教室利用可能数

区分

R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1

普通教室利用可能数

区分

R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1

普通教室利用可能数

区分

R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1
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（５）ＧＩＧＡスクール構想について 

 

１ ＧＩＧＡスクール構想とは 

◇【事業の発端】 

この事業の背景としては、政府が Society5.0 時代を生きる子どもたちの学びのためには、教育に

おける ICT を基盤とした先端技術等の効果的な活用が必要不可欠と考えています。しかし、学校のＩ

ＣＴ環境の整備は遅れ、かつ、自治体間に大きな格差が存在する現状であり、全国一律のＩＣＴ環境

整備が急務となっています。 

 そこで、令和元年 12 月 5 日に閣議決定されました「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」にお

いて、「学校における高速大容量のネットワーク環境（校内 LAN)の整備を推進するとともに、特に義

務教育段階においては、令和 5 年度までに、全学年児童生徒 1 人 1 人がそれぞれの端末を持ち、十

分に活用できる環境の実現を目指すこととし、事業を実施する地方公共団体に国は継続的に財源を確

保し、必要な支援を講ずることとされており、あわせて、教育人材や教育内容といったソフト面でも

対応を行うとされたところです」。これを踏まえ、令和元年 12 月 13 日に閣議決定された令和元年

度補正予算案においては、校内通信ネットワーク整備等を目的として総額約 2,318 億円が計上され

ました。 

 

 

２ 整備計画について 

◇令和元年１１月時点の計画（令和 2 年度予算に向けての拡充事業の計上） 別紙１ 

計画の根拠・・・教育の ICT 化に向けた環境整備５か年計画 2018～2022 年度（別紙） 

☆令和２年度  市内中学校の校内ＬＡＮ（無線化）の工事 

（計画）令和３年度  市内小学校の校内ＬＡＮ（無線化）の工事 

（計画）令和４年度  市内小中学校の３クラスに１クラス分にタブレット等端末を整備 

【説明】 

これからの社会の担う子どもたちが、大人になるころには情報化社会から超スマート社会（いわゆ

る Society5.0 の社会）へと大きく変貌していきます。すぐそこの来るべき未来に備えて、文科省は

「学校教育の情報化推進に関する法律」を令和元年 6 月に公布・施行しました。法の基本理念には情

報通信技術（ICT）の特性を生かして、児童生徒の能力、特性等に応じた教育、双方向性のある教育

等を実施するなどを謳われ、国や地方公共団体等の責務も明文化されました。 

また、令和 2 年度から新学習指導要領が小学校において全面実施、令和 3 年度から中学校におい

て全面実施となりました。新学習指導要領の総則においては、情報活用能力を言語能力と同様に「学

習の基盤となる資質・能力」と位置づけられ、学校の ICT 環境整備と ICT を活用した学習活動の充実

に配慮することを明記されました。 

令和元年 8 月に文部科学省が公表している「平成 30 年度学校における教育の情報化の実態に関す

る調査結果」では、教育用コンピュータの 1 台当たりの児童生徒数は、全国平均値 5.4 人/台、熊本



 
 

県平均値 4.4 人/台、合志市 7.5 人/台です。普通教室の無線 LAN 整備率は、全国平均値 40.7％、

熊本県平均値 24.5％、合志市 6.5％（熊本市 0.6％、菊池市 100％、菊陽町 5.3％、大津町 39.7％）

です。 

 

 

◇令和２年１月時点の計画（令和元年度 3 月補正予算への拡充事業）    別紙２ 

計画の根拠・・・ＧＩＧＡスクール構想の実現（別紙） 

☆令和２年度  市内小中学校の校内ＬＡＮ（無線化）の工事及び電源キャビネット整備工事 

（計画）令和３年度  市内小中学校の３人に１台分にタブレット等端末を整備 

（計画）令和４年度から令和５年度  児童生徒 1 人 1 台の端末の整備（児童生徒３人に 1 台を

超えた分）  

【説明】 

１ ＧＩＧＡスクール構想とはの説明と同じ。 

【補足】 

政府が示すＧＩＧＡスクール構想の実現ロードマップでは、令和元年度補正予算を繰り越して、事

業申請すれば、校内ＬＡＮ及び電源キャビネット整備の事業費 1/2 の補助及び補正予算債を活用で

きる条件を提示されました。 

 

 

◇令和２年５月時点の計画（令和２年度６月補正予算への拡充事業）    別紙３ 

計画の根拠・・・文部科学省の令和 2 年補正予算の決定（ＧＩＧＡスクール構想の加速） 

☆令和２年度   

・市内小中学校の校内ＬＡＮ（無線化）の工事及び電源キャビネット整備工事 

・児童生徒 1 人 1 台の端末の整備の前倒し（児童生徒３人に 1 台を超えた分）  

・市内小中学校の３人に１台分にタブレット等端末を整備 

・その他、モバイルルーター、ＩＣＴ支援員、各学校からのインターネット整備、 

電子黒板とタブレット用のソフト、無線管理サーバの設置などを検討中 

【説明】 

令和２年 4 月 30 日、令和 2 年度補正予算が成立しましたが、この補正予算には 1 人 1 台の端末

の整備について、令和 5 年度に達成を目指していた端末整備の前倒しを行うとして、令和元年度補正

予算に計上していた学年（小５、小６、中１）以外の小１～中３までの全ての学年について計上され

ています。 

したがって、令和 3 年度からは 1 人 1 台の端末の整備等の補助金はありませんので、令和 2 年度

中に新型コロナウイルス感染症対策として、学校休業中に遠隔授業が実施できる環境整備を目指しま

す。 









1 
 

事務連絡 

令和２年（２０２０年）５月２１日 

 

小・中学校長 様 

                      合志市教育委員会 学校教育課長 

 

   教育活動の再開等に関する保健管理等について（「合志市Ｑ＆Ａ（５月２１時点）」） 

 教育活動の再開に当たって、文部科学省から出されている「新型コロナウイルス感染症

に対処した小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関

するＱ＆Ａの送付について（５月１３日時点）」を基に、合志市内の状況に応じた保健管

理等について、下記のとおり「合志市Ｑ＆Ａ（５月２１日時点）」を作成しました。 

 つきましては、各学校で保健管理等に取り組んでいたくとともに、児童生徒への指導及

び保護者等への丁寧な説明にご活用いただきますようお願いします。 

 また、その他の事項についても文部科学省のＱ＆Ａで併せてご確認をお願いします。 

なお、今後の状況に応じて更新をしていくことを申し添えます。 

記 

問１ 校内の冷水機の使用はどのようにすればよいのか。【市】 

 〇冷水機は、熱中症対策の一つとして効果的ですが、多くの児童生徒が利用し、利用の

際に密になりやすいことから、当面の間は、電源を切るなど「使用不可」の措置をお

願いします。 

問２ 熱中症対策をどのように行えばよいのか。【市】 

〇熱中症対策の一つとしての水筒持参について家庭への周知と協力依頼を行ってくだ

さい。 

〇マスク着用により、熱中症にかかりやすいことも想定されるため、教育活動中を含め

た定期的な水分補給について校内での確認と指導を行ってください。 

〇水筒については、児童生徒間で共用をしないこと等について丁寧な説明と指導の徹底

を図ってください。 

 〇水道から水を飲む際も水筒等のコップを使用するなど、蛇口から直接、飲むことがな

いよう徹底をお願いします。 

 〇登下校時の帽子等の着用、学校からの持ち帰りに荷物の精選などを積極的に取り組ん 

でください。 

 〇積極的に教室等のエアコン使用を推進するとともに、エアコン使用時も換気を必ず行 

ってください。 

＊今後の電気代の増加等についても、市教委で対応を行っていく準備を進めています。 

問３ 共用施設(トイレ、手洗い場等)についてどのようにすればよいのか。【市】 

 〇共用施設については、密になることが想定されるため、「距離を保つ」ための待機位 

置を示す等（例：床に間隔を示すビニールテープや足型マークを貼る等）の対応をお

願いします。 
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 〇学校内での教育活動を通して、感染予防のための社会的距離のあり方など新しい生活 

様式についての定着を図るための児童生徒への指導をお願いします。 

 〇消毒等については、問１０を参照。 

問４ フッ化物洗口の実施についてはどのようにすればよいのか。【市】 

 〇フッ化物洗口の効用から継続的な実施が必要ですが、実施過程での感染予防対策が整

うまでは一時休止をします。 

 〇なお、教育活動の再開状況や感染予防対策の状況等を踏まえ、実施再開時期について

は検討し、改めてお知らせします。 

問５ 手洗いは、どの程度の頻度で行えばよいのか。【文科省：問２】 

 〇外から教室等に入る時やトイレの後、給食（昼食）の前後など、こまめに手を洗うこ

とが重要です。 

 〇手を拭くタオルやハンカチ等は個人持ちをして、共用はしないように指導と家庭への

周知と協力をお願いします。 

問６ 手指のアルコール消毒は必ず行わないといけないのか。【文科省：問３・１６】 

 〇基本的には、流水と石けんで手洗いを行います。 

 〇ただし、流水で手洗いができない場合には、アルコールを含んだ手指消毒薬を使用す

ることが考えられます（手指用の消毒液は、流水での手洗いができない際に、補助的

に用いられるものとしての位置づけ）。 

 〇なお、石けんやアルコールに過敏に反応したり、手荒れの心配があったりするような

場合は、流水でしっかり洗うなどして配慮してください。 

問７ 児童生徒等の健康管理はどのように行うのか。【市・文科省：問４】 

 〇家庭と連携し、毎朝の検温や風邪症状の確認を行うとともに、家庭でそれらを確認で

きなかった児童生徒等については、各学校で対応方法の確認をお願いします。（文科

省：家庭で確認できなかった児童生徒は、登校時、教室に入る前に、保健室や職員室

等に来室するように指導し、検温及び健康観察等を行う。） 

〇ハンカチやティッシュペーパーの持参と家庭での爪切り等も併せて指導をお願 

いします。 

〇発熱等の風邪症状が見られる場合には、保護者に連絡し、自宅で休養させるようにし

てください。事前に、プリントや学校ＨＰ等で、学校の対応方法等についても丁寧な

周知をお願いします。 

 ＊市教委で現在、「非接触体温計」の確保についても現在、準備を進めています。  

問８ 学校で児童生徒等の発熱を確認した場合には、どうすればよいか。【文科省：問５】 

 〇保護者に連絡をするとともに、当該児童生徒が安全に帰宅できる方法(保護者の迎え

等)により帰宅させ、症状がなくなるまで自宅で休養するよう指導してください。 

〇安全に帰宅できるまでの間、学校にとどまる場合は、他の者との接触を可能な限りさ

けられるような別室の確保等についても事前に検討、確認をお願いします。 

問９ 換気は、具体的にどのようにすればよいのか。【文科省：問８】 

 〇換気は、気候上可能な限り常時、可能であれば２方向の窓を同時に開けて行うように
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してください。 

 〇授業中は、必ずしも窓を広く開ける必要はありませんが、換気の程度は天気や教室の

位置によって異なるため、必要に応じて学校薬剤師と相談してください。 

 〇熱中症対策からは、エアコン及び天井扇風機の積極的な活用を推進しますが、エアコ

ンは室内の空気の循環のみとなるため、エアコン使用時も換気が必要です。 

 〇換気をすれば十分な感染予防ができるということではないため、あわせて、手洗いや

咳エチケットなどの基本的な感染対策の徹底に留意ください。 

 ＊現在、より効率的な換気を行うための必要物品等について市教委で検討、準備を進め

ています。 

問 10 消毒は、具体的にどのような範囲で行えばよいのか。【文科省：問１１】 

 〇教室やトイレなど、児童生徒等が利用する場所のうち、特に多くの児童生徒等が手を

触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッチなど）は、１日１回以上消毒液を使用して

清掃を行います。 

 ＊児童生徒の共用個所を減らす対策（天候によっては常時、出入口を開放しておく、共 

用スペースの不要な物品は撤去するなど）も検討してください。 

 〇消毒液については、次亜塩素酸ナトリウムの利用をお願いします(消毒用エタノール

は入手が困難な可能性があります)。 

問 11 学校内で共用される用具や備品はどのようにしたらよいか【文科省：問 12】  

 〇感染の要因の一つに、物品の共用による接触感染があります。 

  学校では、様々なものを共用しており、用具や物品の共用を避けることができれば避

けるようにしますが、共用を避けるのが難しいものについては、使用後手洗いをする

ように指導をすることなどが考えられます。 

問 12 どのような場面でマスクをすればよいか。【市・文科省：問１３】 

 〇学校教育活動においては、通常マスクを着用してください。特に、近距離での会話や

発声等が必要な場面では、飛沫を飛ばさないよう、マスク着用を徹底するようお願い

します。 

 〇手作りマスクの積極的な推進と関係機関等と連携した手作りマスクの確保等につい

ての取組の検討をお願いします。 

〇体育の授業や身体に不可がかかる教育活動を行う際には、児童生徒の体調等の確認を

きめ細かく行ってください。また、体育の授業等で「密集」や「近距離での会話や発

話」を伴わない場合等、運動量によって、安全上、マスクを着用しないことが必要な

活動もあり得ますが、その際には、児童生徒への事前・事後の説明と指導をお願いし

ます。 

＊緊急にマスクが必要な場合には、市教委に可能な限り早めにご相談ください。 

問 13 学校再開後、心のケアについてどのように対応すればよいか。【市・文科省：問 24】 

 〇学校再開後についても、児童生徒の中には、自分や家族も感染するのではないかと不

安や恐れを抱いたり、長期の臨時休業から心理的なストレスを感じたりしている児童

生徒も存在すると考えられます。 
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 〇学級担任や養護教諭等を中心として教職員全体で、きめ細かな健康観察や日常の様子

から児童生徒の状況を的確に把握し、健康相談等の実施やスクールカウンセラー、ス

クールソーシャルワーカー、教育相談員、女性・子ども支援課等による支援を行うな

どして適切に対応いただくようお願いします。 

 〇家庭はもとより児童生徒が関わる関係機関（療育施設や学童クラブ等）との情報共有

をより細やかに行い、児童生徒の状況把握もお願いします。 

【指導に関する事項】学務指導班【施設に関する事項】総務施設班 ２４８－２３６６


